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表紙

第 28 回
定 時 株 主 総 会
招 集 ご 通 知

　

日時
　

2024年７月23日（火曜日）
午前10時（受付開始：午前９時30分）

場所
　

東京都渋谷区道玄坂一丁目12番２号

渋谷マークシティ内
渋谷エクセルホテル東急６階
「プラネッツルーム」
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

議案
　

＜会社提案＞
第１号議案　　取締役８名選任の件
第２号議案　　監査役１名選任の件

＜株主提案＞
第３号議案　　取締役３名解任の件
第４号議案　　定款一部変更の件
第５号議案　　剰余金処分の件

　

証券コード：3830
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招集ご通知

証券コード　3830
（発送日）2024年７月５日

（電子提供措置開始日）2024年７月２日
株　主　各　位

東 京 都 渋 谷 区 円 山 町 ３ 番 ６ 号
株 式 会 社 ギ ガ プ ラ イ ズ
代表取締役社長 佐 藤 寿 洋

【当社ウェブサイト】　https://www.gigaprize.co.jp/

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】　https://d.sokai.jp/3830/teiji/

第28回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第28回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に
ついて電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりま
すので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げま
す。

（上記ウェブサイトにアクセスしていただき、メニューより「IR情報」「IRライブラリ」「株主総
会関連資料」を順に選択いただき、ご確認ください）

なお、当日ご出席されない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することがで
きますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年７月22日(月曜日)午後６
時までに行使くださいますようお願い申し上げます。

［書面による議決権行使の場合］
　本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに
到着するようご返送ください。
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招集ご通知

１．日 時 2024年７月23日（火曜日）午前10時（受付開始:午前９時30分）
（開催日が前回定時株主総会の日（2023年６月23日）に応当する日と離れてい
ますのは、第28期より当社の事業年度の末日を３月31日から４月30日に変更し
たためであります。）

２．場 所 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番２号　渋谷マークシティ内
渋谷エクセルホテル東急６階　「プラネッツルーム」
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第28期（2023年４月１日から2024年４月30日まで）事業報告及び連結計算

書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第28期（2023年４月１日から2024年４月30日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
＜会社提案（第１号議案から第２号議案まで）＞

第１号議案
第２号議案

取締役８名選任の件
監査役１名選任の件
＜株主提案（第３号議案から第５号議案まで）＞

第３号議案
第４号議案
第５号議案

取締役３名解任の件
定款一部変更の件
剰余金処分の件

株主提案（第３号議案から第５号議案まで）にかかる議案の要領は、後記「株主総会参考書
類」に記載のとおりであります。

［インターネットによる議決権の行使の場合］
当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）にアクセスしていただき、画面の案

内にしたがって、上記の行使期限までに、議案に対する賛否をご入力ください。
なお、インターネットによる議決権行使に際しましては、５頁の「インターネットによる議決権行使の

ご案内」をご確認くださいますようお願い申し上げます。
敬　具

記
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招集ご通知

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
（１）各議案につき賛否の表示がない場合は、会社提案については「賛」、株主提案につい

ては「否」の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。
（２）同一株主様が書面（郵送）とインターネットによる双方の議決権行使をした場合で、

同一の議案に対する議決権行使の内容が異なる場合には、インターネットによる議決
権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

（３）インターネットによる議決権行使が複数回行われた場合で、同一の議案に対する議決
権行使の内容が異なる場合には、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取
り扱いいたします。

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付
にご提出くださいますようお願い申し上げます。
◎本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書
面をお送りいたします。なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社
定款第16条の規定に基づき、お送りする書面には記載しておりません。
　　①連結計算書類の「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記」
　　②計算書類の「重要な会計方針に係る事項及びその他の注記」
したがいまして、当該書面に記載している連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報
告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その
旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
◎本総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございませんので、予めご了承ください。
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権
を行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛否
をご表示のうえ、ご返送ください。

次頁の案内に従って、議案の賛否を
ご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2024年７月23日（火曜日）
午前10時（受付開始：午前９時30分）

2024年７月22日（月曜日）
午後６時到着分まで

2024年７月22日（月曜日）
午後６時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※議決権行使書はイメージです。

第１号議案 （会社提案）
◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

◦ 一部の候補者を
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

第２号議案 （会社提案）
◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第３号議案 （株主提案）
◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

◦ 一部の候補者を
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

第４号・第５号議案 （株主提案）
◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印
当社取締役会は、第3号議案、第4号議案及び第5号議案に反対しております。

書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいた
します。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
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議決権行使についてのご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り
可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「初期パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　９：00～21：00）
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事業報告サマリー

（ご参考）

事業報告サマリー

売上高 経常利益 親会社株主に
帰属する当期純利益

21,668百万円 3,843百万円 2,605百万円
前連結会計年度
17,868百万円　

前連結会計年度
2,900百万円　

前連結会計年度
1,853百万円　

ISPサービス提供戸数

120.9万戸
前連結会計年度比
157,918戸増　　

自己資本比率

58.7％
7.6pt増　

　

自己資本利益率（ROE）

33.5％
2.9pt増　

　

連結業績ハイライト

当社の重視する経営指標について
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事業の経過及びその成果

（自　2023年 4 月 1 日
至　2024年 4 月30日）
事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況に関する事項
⑴ 事業の経過及びその成果

　当社は決算期変更に伴い、当連結会計年度は13ヶ月の変則決算となっております。このた
め、前連結会計年度との比較は行っておりませんが、参考情報として前連結会計年度12ヶ月の
実績値を記載しております。

当連結会計年度のわが国経済は、雇用・所得環境が改善する中、各種政策の効果もあって、
緩やかな回復基調で推移いたしました。一方で国際情勢不安やエネルギー価格・原材料価格の
高騰による物価上昇などの影響により、依然として不透明な状況が続いております。

当社グループの事業は、アパートやマンション等の集合住宅を中心にインターネット設備の
提供を主なサービスとするHomeIT事業と、企業の社宅管理業務の代行を主なサービスとする
不動産事業の２つから構成されております。これらの事業をとりまく外部環境は、以下のとお
りと認識しております。

HomeIT事業におきましては、集合住宅市場、情報通信業界の動向を注視しております。
集合住宅市場のうち、新築物件は、インターネット設備の標準化に加え、オートロックやカ

メラ等の防犯対策の標準化も進んでおり、安心・安全な住まいの需要は、堅調に推移すると見
込まれております。既存物件は、入居者の多様化するニーズに合わせた、物件の改修や管理サ
ービスの向上に取り組む動きが進んでおり、これに合わせて高速で安定した通信回線への切替
え需要が高まっております。

情報通信業界では、動画配信やIoTデバイスなどのサービスの普及が進むにつれ、国内のデ
ータ流通量の増加は続いており、社会全体のデジタル化が加速する中で、その基盤となる安全
で安定した通信インフラの重要性は一層高まっております。

このような環境の下、HomeIT事業につきましては、当社の収益基盤である回線利用料収益
を最大化するため、当社の重要指標であるサービス提供戸数の拡大を目指し、OEM提供先企
業との連携強化及びサービス品質の向上に注力してまいりました。

不動産事業におきましては、不動産業界の動向を注視しております。
不動産業界では、業界全体でデジタル化に向けた動きが活発になっており、IT技術を活用し

た業務改善・効率化による生産性向上への取り組みが進んでおります。
このような環境の下、不動産事業につきましては、社宅管理代行サービスの取扱い件数の拡

大に注力するとともに、HomeIT事業との連携を強化し、各種サービスの拡販に取組んでまい
りました。テナント運営サービスにつきましては、複合施設「LIVINGTOWN みなとみら

－ 7 －
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事業の経過及びその成果

い」がオープンし更なる認知度と集客力の向上を目指し、複合施設としての価値向上に注力し
てまいりました。

以上の結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高21,668百万円（前連結会計年度17,868
百万円）、経常利益3,843百万円（前連結会計年度2,900百万円）、親会社株主に帰属する当
期純利益2,605百万円（前連結会計年度1,853百万円）となりました。

セグメント別の状況は次のとおりであります。

HomeIT事業
HomeIT事業は、集合住宅向けISP（※１）サービス、IoTソリューションサービス、ネッ

トワークサービス、システム開発から構成されております。
集合住宅向けISPサービスにつきましては、OEM提供先企業との連携強化により、新たな顧

客及び市場の開拓を進め、中規模・大規模集合住宅向けのサービス獲得に注力いたしました。
この結果、新築物件及び既存物件ともにサービス提供戸数を伸ばし、集合住宅向けISPサー

ビスの提供戸数については、前連結会計年度末1,051,604戸に比べ157,918戸増加し
1,209,522戸となりました。

IoTソリューションサービスにつきましては、主に集合住宅向けクラウドカメラやスマート
ロック等のサービスを提供しております。管理物件のセキュリティ強化のニーズを受けて、パ
ートナー企業と連携し、OEM提供先企業や管理会社を中心に販売を強化したことにより、導
入台数を伸ばしました。

ネットワークサービスにつきましては、MSP（※２）サービスやホスティングサービスは
堅 調 に 推 移 し て お り 、 シ ス テ ム 開 発 に つ き ま し て は 、 不 動 産 業 務 支 援 シ ス テ ム
「FutureVision®Plus」の既存顧客への業務支援を中心に新規顧客の開拓に取り組んでまい
りました。

以上の結果、売上高は21,262百万円（前連結会計年度17,680百万円）となり、セグメント
利益は5,380百万円（前連結会計年度4,266百万円）となりました。

不動産事業
不動産事業は、社宅管理代行サービス及びテナント運営サービス等から構成されておりま

す。
社宅管理代行サービスについては、既存顧客との連携を強化し、運用体制の効率化など、サ

ービス品質の向上を図るとともに、新規顧客の獲得にも注力し、取扱件数の拡大を目指してま
いりました。また、提携不動産管理会社の協力により、潜在顧客へのアプローチを強化し、当
社の各種サービスの拡販に努めてまいりました。

テナント運営サービスにつきましては、複合施設「LIVINGTOWN みなとみらい」の企
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※１ ISP ： Internet Service Providerの略。公衆通信回線等を経由して契約者
にインターネットへの接続を提供する事業者

※２ MSP ： Managed Service Providerの略。顧客の利用するコンピュータや
ネットワーク等のITシステムの運用や監視、保守等を行い、利用可
能な状態に維持するサービスを提供する事業者

画・開発・運営を行っております。同施設は2023年12月に建設が完了し、安定した賃料収入
を得られる体制となりました。また、立地環境を生かしたイベント等を実施し、施設の認知度
及び集客力の向上に努めてまいりました。

以上の結果、売上高は412百万円（前連結会計年度180百万円）、セグメント損失は、31百
万円（前連結会計年度セグメント利益12百万円）となりました。

その他
その他の事業につきましては、人材派遣業を行っております。なお、当連結会計年度におい

て該当する取引はありません（前連結会計年度の売上高は７百万円、セグメント利益は０百万
円）。

2025年４月期の見通しは、次のとおりであります。
経済活動、社会活動の改善が穏やかな回復基調の維持が期待される一方で、為替の変動や、

原材料、資源エネルギー価格などの高騰が続くと予想され、依然として景気の先行は不透明な
状態が想定されます。

情報通信業界におきましては、社会全体のデジタル化が進み、国内のデータ流通量は今後も
増加することが予想され、通信インフラの重要性は高まっております。また、インターネット
の利用環境も多様化しており、用途に応じた最適な通信手段にアクセスできることが求められ
ています。

このような経営環境の下、当社グループは、デジタル社会の基盤である通信インフラの構築
に貢献する企業として、より高品質なインターネットサービスを安定的な提供とともに、次世
代通信等を含む顧客ニーズを捉えたサービス開発に取り組み、企業価値の向上及び持続的成長
を目指してまいります。

－ 9 －



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類
／
計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2024/06/24 10:33:45 / 23068941_株式会社ギガプライズ_招集通知_電子提供措置用

事業の経過及びその成果

セグメント別の状況は次のとおりであります。

HomeIT事業
集合住宅向けISPサービスにつきましては、当社グループの収益基盤である回線利用料収益の

最大化を目指して、既存顧客におけるシェア拡大と新規顧客の開拓に注力してまいります。
具体的には、Wi-Fi６に対応した「PWINS」や、高速・安定を求める顧客ニーズから生まれ

た最大速度10Gbps集合住宅向けインターネットサービスなど、競争優位性の高いサービスの
提案により、OEM提供先企業における当社サービスのシェア拡大を図るとともに、既存サー
ビスからのリプレイスや新規顧客の獲得強化に取り組んでまいります。また、当社サービスの
品質向上に向けて、サービスの導入工事の効率化、サービス導入後のトラフィック監視、保守
及びサポート体制のより一層の充実を図り、サービス運用においても、他社との差別化、優位
性の確保に努めてまいります。

これらの取り組みにより、2025年４月期の集合住宅向けISPサービスの提供戸数は、当連結
会計年度末に比べ14.0万戸増の135.0万戸を見込んでおります。

IoTソリューションサービスにつきましては、クラウドカメラやスマートロック等のセキュ
リティサービスを中心に、集合住宅及び新たな市場への販売促進に注力し、導入物件数の拡大
を図ってまいります。

また、当社グループとパートナー企業との連携を深め、「LIVINGTOWN みなとみらい」を
活用し、実用化に向けた検証など、新たなサービスや事業モデルの構築、新たな市場への事業
展開を目指し、様々な可能性を追求してまいります。

ネットワークサービスにつきましては、MSPサービスやホスティングサービスにおいて、既
存顧客との継続的取引の強化を図り、システム開発につきましては、不動産業界向けソフトウ
エア「FutureVision® Plus」の拡販及び既存顧客への業務支援を実施してまいります。

不動産事業
社宅管理代行サービスにつきましては、既存顧客との関係強化とサービス品質のより一層の

向上を図ることで取扱い件数の維持・拡大と新規顧客獲得に注力してまいります。また、集合
住宅向けISPサービスをはじめとする当社サービスの拡販に向けて提携不動産会社との更なる
連携強化を図ってまいります。

テナント運営サービスにつきましては、「LIVINGTOWN みなとみらい」の認知度及び集客
力の更なる向上を目指し、複合施設としての価値をより一層高めてまいります。また、実証実
験の場としての活用、スマートタウンやスマートホームを体験できる場として、パートナー企
業とともに、幅広い分野での課題やニーズを見出し、新たな事業モデルの構築を目指してまい
ります。

以上の結果、2025年４月期の連結業績予想は、連結売上高22,100百万円、連結経常利益
4,004百万円、親会社株主に帰属する当期純利益2,778百万円を見込んでおります。
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⑵ 設備投資の状況
当連結会計年度における設備投資総額は、1,000百万円（建設仮勘定を除く）であります。そ

の主な内容は不動産事業における不動産賃貸サービス拡大に伴う賃貸資産の取得であります。
なお、重要な設備の除却又は売却はありません。

⑶ 資金調達の状況
当連結会計年度の主な資金調達といたしましては、金融機関より主に運転資金として1,400百

万円を調達いたしました。

⑷ 他の会社の株式等の取得その他企業再編の状況
該当事項はありません。

⑸ 対処すべき課題
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであ

ります。

① 経営方針
当社グループは、「テクノロジーで不動産事業に新たな付加価値を創造する企業へ」という

ビジョンの下、当社が培ったノウハウと進化し続けるテクノロジーとの融合により、人々の暮
らしを豊かにする付加価値の高いサービスの提供と新たな市場への展開やグループ間の連携を
より一層高めることにより、長期持続的な成長と企業価値の向上を目指してまいります。

当社の企業理念は、以下のとおりであります。

・Mission
「テクノロジーで人々の想いをつなぎ、豊かな社会を創造します」

・Vision
「テクノロジーで不動産事業に新たな付加価値を創造する企業へ」

・Corporate Message
「Smart Life with Us　テクノロジーでくらしをゆたかに」
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② 経営環境と対処すべき課題
経済・社会活動の正常化が進み、雇用・所得環境が改善する中、各種政策の効果もあり、緩

やかな回復基調で推移しております。しかし一方で、国際情勢の不安やエネルギー価格・原材
料価格の高騰による物価上昇の影響は依然として不透明な状態が続いております。

当社が事業を展開する市場におきましては、社会全体のデジタル化の進展を背景に、安定し
た通信インフラの重要性が高まる中、これまで以上に通信品質の高いインターネット設備が求
められております。また、5Gの普及やIoT、クラウドカメラといった関連性の高いサービスの
需要拡大など、当社を取り巻く事業環境は常に変化しております。

当社グループは、企業価値の持続的成長に向けて、デジタル社会の基盤である通信インフラ
の構築に貢献する企業として、既存サービスの改善、ニーズを捉えた独自性の高いサービス開
発、及び保守・サポート体制の強化によるサービス品質の継続的な向上に努め、幅広いニーズ
に応えられる総合力の底上げに注力してまいります。

このような経営環境の下、当社グループの長期持続的な成長と企業価値の向上のための対処
すべき主な課題は以下のとおりであります。

1)　集合住宅向けISPサービスにおける競争力の強化
当社グループの売上高は、集合住宅向けISPサービスの売上に集中しており、当社グルー

プの同サービスへの依存度は非常に高い状況にあります。一方、同サービスの市場におけ
るシェア獲得競争は、競合他社との価格競争や新規参入業者の存在により、一層激しくな
ることが予想されます。

当社グループが同サービスにおいて競争力を強化し、持続的成長を実現するためには、
市場での競争力強化、営業体制の強化、サービスの安定提供、保守・サポート体制のレベ
ルの底上げが課題であると認識しております。さらに、新領域への挑戦と成長への可能性
を追求し、競争優位性を生み出す新たな事業、新たなサービスの創出も課題であると認識
しております。

2) 情報技術革新への対応
高速で安定性の高い固定回線の需要増大、次世代通信である５Ｇ、Wi-Fi６等の進展、AI

やIoTをはじめとしたIT技術の飛躍的な進歩といった情報技術の革新は、生活や社会に大き
な変化をもたらすことが見込まれており、当社も情報技術革新への対応が課題であると認識
しております。５Ｇ等の次世代通信については、「LIVINGTOWN みなとみらい」を実証
実験の場として活用する等、サービス化に向けて本格的に取り組んでまいります。

－ 12 －



2024/06/24 10:33:45 / 23068941_株式会社ギガプライズ_招集通知_電子提供措置用

設備投資の状況、資金調達の状況、他の会社の株式等の取得その他企業再編の状況、対処すべき課題

3) 顧客ニーズを捉えた新サービスの開発
多様化する顧客のニーズを捉えた新サービスを開発することは、当社グループの持続的な

成長に向けての課題であると認識しております。当社は、インターネット接続に必要な通信
設備の設計、導入工事から、導入後のサービス運用保守及び入居者サポートまでをワンスト
ップで提供することでダイレクトに顧客ニーズを捉えることのできる強みを活かし、顧客に
とって最適なサービスの創出に取り組んでまいります。

また、パートナー企業との相互間の連携をより深め、競争優位性の高いサービス開発を進
めるとともに、様々なパートナー企業の持つ技術を集結し、新たな市場に向けた事業モデル
の創出を目指してまいります。

4) 内部管理体制の強化
当社グループの持続的な成長と企業価値の向上のためには、コンプライアンスや財務報告

に係る内部統制の整備を含む内部管理体制、事業環境の変化に対応できる組織力を強化して
いくことが課題であると認識しております。当社グループは、内部監査による業務プロセス
の整備・運用の継続的な是正活動やリスク管理の徹底、役員・従業員のコンプライアンス意
識の向上を目的とした社内研修の定期的な実施により、コーポレート・ガバナンス体制の強
化に取り組んでまいります。
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17,868
15,878 15,789

第27期第26期第25期

21,668

第28期

（単位：百万円）売上高

2,900

2,129 2,202

第27期第26期第25期

3,843

第28期

（単位：百万円）経常利益

1,853

1,393 1,454

第27期第26期第25期

2,605

第28期

（単位：百万円）親会社株主に帰属する当期純利益

125.75

92.64 96.89

第27期第26期第25期

179.85

第28期

（単位：円）1株当たり当期純利益

13,232

6,778

11,192 12,121

第27期第26期第25期

5,368
4,106

14,981

8,837

第28期

（単位：百万円）総資産/純資産
■総資産　■純資産

462.88

273.11
360.49

第27期第26期第25期

612.65

第28期

（単位：円）1株当たり純資産

区 分 第 25 期
2021年３月期

第 26 期
2022年３月期

第 27 期
2023年３月期

第 28 期
(当連結会計年度)
2024年４月期

売 上 高 (百万円) 15,878 15,789 17,868 21,668

経 常 利 益 (百万円) 2,129 2,202 2,900 3,843

親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益 (百万円) 1,393 1,454 1,853 2,605

１株当たり当期純利益 (円) 92.64 96.89 125.75 179.85

総 資 産 (百万円) 11,192 12,121 13,232 14,981

純 資 産 (百万円) 4,106 5,368 6,778 8,837

１株当たり純資産額 (円) 273.11 360.49 462.88 612.65

⑹ 財産及び損益の状況
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（注）１.１株当たり当期純利益は、自己株式数を控除した期中平均発行済株式総数に基づき算出しておりま
す。

２.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第26期の期首から適用
しており、第26期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっておりま
す。

３.第28期は決算期変更により2023年４月１日から2024年４月30日までの13ヶ月決算となっておりま
す。

会 　 社 　 名 資　本　金 当社に対する
議決権比率 当 社 と の 関 係

フ リ ー ビ ッ ト 株 式 会 社 4,514百万円 61.08％ 当社サービス提供、ISPサービス仕入、
役員の兼任

会 社 名 資 本 金 議 決 権 比 率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 ギ ガ テ ッ ク 10百万円 100.00％
集合住宅における情報通信設備に係る
調査、設計、工事、保守、運用、管理
等

株式会社ソフト・ボランチ 30百万円 100.00％ 賃貸管理・プロパティマネジメント業
務のソフトウエア開発等

株 式 会 社 L T M 30百万円 66.00％ 住宅展示場及び複合施設の企画・開
発・運営等

⑺ 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社との関係

（注）当社への議決権比率については、自己株式（2,715,319株）を控除して算出しております。
親会社等との間の取引に関する事項は以下のとおりであります。
イ. 当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項

一般的な取引条件と同様の適切な条件による取引を基本とし、市場価格、原価率を勘案
して当社見積り価格を提示して、一案件毎に価格交渉のうえ、合理的な判断に基づき、公
正かつ適正に決定しております。

ロ. 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由
当社は親会社より取締役及び監査役を受け入れておりますが、当社経営に対する適切な

意見を得ながら、取締役会における多面的な議論を経て決定しております。
事業運営に関しては、一定の協力関係を保つ必要があると認識しつつ、経営方針や事業

計画は当社独自に作成しており、上場会社として独立性を確保し、経営及び事業活動にあ
たっております。

ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見
該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

－ 15 －
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主要な事業内容、主要な事業所、使用人の状況

区 分 主 要 な 事 業 内 容

H o m e Ｉ Ｔ 事 業 集合住宅向けISPサービス、IoTソリューションサービス、ネットワークサ
ービス、システム開発

不 動 産 事 業 社宅管理代行サービス、不動産賃貸サービス、テナント運営サービス

そ の 他 人材派遣

⑻ 主要な事業内容（2024年４月30日現在）

本 社 東京都渋谷区

営 業 所 福岡（福岡市）、名古屋（名古屋市）、大阪（大阪市）、
紀伊田辺（和歌山県田辺市）

株 式 会 社 ギ ガ テ ッ ク 東京都港区

株式会社ソフト・ボランチ 東京都渋谷区

株 式 会 社 Ｌ Ｔ Ｍ 東京都渋谷区

⑼ 主要な事業所（2024年４月30日現在）
① 当社の主要な事業所

② 子会社

使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

248（57）名 8名増（8名増）

使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

172（46）名 10名増（5名増） 39.1歳 7.0年

⑽ 使用人の状況（2024年４月30日現在）
① 企業集団の使用人の状況

（注）使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しており
ます。

② 当社の使用人の状況

（注）使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しており
ます。

－ 16 －
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主要な借入先、その他企業集団の現況に関する重要な事項、剰余金の配当等の決定に関する方針

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 り そ な 銀 行 928百万円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 440百万円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ J 銀 行 425百万円

⑾ 主要な借入先（2024年４月30日現在）

⑿ その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

⒀ 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定め
がある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。
剰余金の配当については、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題としつつ、安定した配当
を継続していくことを基本方針としております。
当事業年度の期末配当につきましては、普通配当として１株につき30円00銭とすることを、

2024年６月14日開催の取締役会において決議しております。

－ 17 －
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会社の株式に関する事項

⑴ 発行可能株式総数 62,078,400株

⑵ 発行済株式の総数 17,078,400株（自己株式2,715,319株を含む）

⑶ 株主数 3,704名

株 主 名 持 　 株 　 数 （ 株 ） 持  株  比  率 （ ％ ）
フ リ ー ビ ッ ト 株 式 会 社 8,772,000 61.07
南 角 光 彦 852,000 5.93
ＭＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ
常 任 代 理 人 : モ ル ガ ン ・ ス タ ン レ ー
Ｍ Ｕ Ｆ Ｇ 証 券 株 式 会 社

296,700 2.07

む さ し 証 券 株 式 会 社 239,000 1.66
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 155,000 1.08
CACEIS BANK/QUINTET LUXEMBOURG 
SUB AC/UCITS CUSTOMERS ACCOUNT
常 任 代 理 人 : 香 港 上 海 銀 行 東 京 支 店

138,100 0.96

門 田 　 洋 125,000 0.87
藪 　 太 一 100,000 0.70
佐 藤 寿 洋 98,100 0.68
大 下 　 蕾 91,400 0.64

株式数 交付対象者数
取締役（社外取締役及び非業務執行取締役を除く） 3,900株 ２名

２. 会社の株式に関する事項

⑷ 大株主

（注）１. 当社は、自己株式を2,715,319株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２. 持株比率については、自己株式（2,715,319株）を控除して算出しております。

⑸ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

（注）１.この譲渡制限付株式は、対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会の定めるいずれの地位からも
退任又は退職する日までの間、第三者に対して譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができな
いものとされております。

２.当社の株式報酬の内容につきましては「３．会社役員に関する事項（２）取締役及び監査役の報酬
等」に記載しております。
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会社役員に関する事項

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 佐 藤 寿 洋 株式会社ギガテック取締役会長、株式会社ソフト・ボ
ランチ取締役会長、株式会社ＬＴＭ代表取締役会長

取 締 役 植 田 健 吾 管理本部長兼経営企画室長、株式会社ソフト・ボラン
チ取締役

取 締 役 大 瀧 守 彦 Henry Schein Japan株式会社取締役、株式会社エフ
ピコ社外取締役監査等委員

取 締 役 大 信 田 博 之 SBIアルヒ株式会社（旧:アルヒ株式会社）社外取締
役、株式会社SFM社外取締役

取 締 役 友 松 功 一
株式会社フルスピード代表取締役社長、フリービット
株式会社取締役兼執行役員兼グループ人事本部長、株
式会社フォーイット取締役、株式会社クライド取締
役、株式会社ジョブロード代表取締役社長

取 締 役 和 田 育 子
フリービット株式会社取締役兼執行役員兼グループ経
営企画本部長、株式会社フルスピード取締役、株式会
社メディア工房社外取締役

取 締 役 高 橋 　 研 フリービット株式会社執行役員兼インフラ事業本部長
取 締 役 田 中 正 幸 フリービット株式会社技術本部モバイルサービス部長
常 勤 監 査 役 木 村 賢 治 －
監 査 役 田 宮 　 昭 －

監 査 役 西 田 弥 代

隼あすか法律事務所弁護士、株式会社エクストリーム
社外監査役、株式会社proper ty  techno log ies
社外監査役、株式会社BRIDGE MULTILINGUAL 
SOLUTIONS（旧:株式会社BRICK’s）社外取締役、
天馬株式会社社外取締役監査等委員、株式会社ヒト・
コミュニケーションズ・ホールディングス社外監査役

監 査 役 清 水 　 高

フリービット株式会社取締役副社長兼執行役員兼管理
本部長、フリービットインベストメント株式会社代表
取締役社長、フリービットスマートワークス株式会社
代表取締役社長、株式会社ベッコアメ・インターネッ
ト代表取締役社長、株式会社ドリーム・トレイン・イ
ンターネット代表取締役社長

３. 会社役員に関する事項
⑴ 取締役及び監査役の状況（2024年４月30日現在）

－ 19 －
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会社役員に関する事項

（注）１. 取締役大瀧守彦氏及び大信田博之氏は、社外取締役であります。
２. 2023年６月23日開催の第27回定時株主総会終結の時をもって、岡本真哉氏は監査役を辞任いたしま

した。
３. 監査役田宮昭氏及び西田弥代氏は、社外監査役であります。
４. 監査役田宮昭氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有

するものであります。
５. 監査役西田弥代氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務及び法律に関する相当程度の知見を有す

るものであります。
６. 監査役西田弥代氏の戸籍上の氏名は、川口弥代であります。
７. フリービット株式会社は、当社の親会社であります。
８. 株式会社ギガテック、株式会社ソフト・ボランチ及び株式会社ＬＴＭは、当社の子会社であります。
９. 株式会社フルスピード、フリービットインベストメント株式会社、フリービットスマートワークス株

式会社、株式会社ベッコアメ・インターネット、株式会社ドリーム・トレイン・インターネット、株
式会社フォーイット、株式会社クライド及び株式会社ジョブロードは、当社の特定関係事業者であり
ます。

10. Henry Schein Japan株式会社、株式会社エフピコ、SBIアルヒ株式会社、株式会社SFM、株式会社
メディア工房、隼あすか法律事務所、株式会社エクストリーム、株式会社property technologies、
株式会社BRIDGE MULTILINGUAL SOLUTIONS、天馬株式会社及び株式会社ヒト・コミュニケ
ーションズ・ホールディングスと当社との間には特別な関係はありません。

11. 当社は、社外取締役大瀧守彦氏及び大信田博之氏並びに社外監査役田宮昭氏及び西田弥代氏を名古屋
証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

⑵ 取締役及び監査役の報酬等
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を取締役会において定めて
おり、その内容は以下のとおりであります。

a. 基本方針
　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能
するよう、役位、職責、在任年数、貢献度等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針と
しています。報酬の種類については、固定報酬と、株主価値との連動性をより重視した株式
報酬から構成されています。
　なお、取締役の報酬等の内容を検討するため、社外取締役を中心に構成する任意の諮問機
関である報酬委員会を設置しており、取締役の報酬等に関する事項について審議し、取締役
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会社役員に関する事項

会への答申を行っております。取締役の金銭報酬の額は、2005年6月27日開催の第９回定
時株主総会において月額1,000万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締
役の員数は6名です。
　また、金銭報酬とは別枠で、2022年6月22日開催の第26回定時株主総会において、勤務
継続型株式報酬として株式数の上限を年間10,000株以内（社外取締役は付与対象外）と
し、業績連動型株式報酬として株式数の上限を年間80,000株以内（社外取締役は付与対象
外）として決議しております。当該株主総会決議時点の付与対象となる取締役は2名です。
　監査役の報酬は、株主総会において決議された監査役報酬総額の範囲内で、監査役の協議
を経て、固定報酬を支給することとしております。監査役の金銭報酬の額は、2000年2月
25日開催の第3回定時株主総会において月額200万円以内と決議しております。当該株主総
会終結時点の監査役の員数は2名です。

b. 個人別の報酬等の額の決定に関する方針
　取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定することといたしま
す。なお、取締役の個人別の報酬等の内容については、役位、職責、在任年数、貢献度等に
応じて総合的に勘案して、報酬委員会へ諮問し答申を受けることとしております。
　業務執行取締役の個人別の報酬は、固定報酬及び株式報酬を支給することとしておりま
す。固定報酬と株式報酬の支給割合については、当社と同様の業態に属する企業の報酬水準
等を踏まえ、当社の特性を考慮した上で、固定報酬をベースとして定め、その役位・職責等
を考慮して報酬委員会にて検討いたします。取締役会は、同委員会の答申内容を尊重し、個
人別の支給割合を決定することとしております。
　社外取締役の個人別の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、その職務に
鑑み、固定報酬のみを支給することとしております。
　監査役の個人別の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議に
より決定しております。
　取締役及び監査役の報酬内容について、第三者には委任しておりません。

c. 非金銭報酬等並びに業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
　非金銭報酬等は、勤務継続型株式報酬と業績連動型株式報酬の２つから構成されておりま
す。
　勤務継続型株式報酬は、当社の中長期的な企業価値向上に向けた取組みをより強化し、株
主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、報酬委員会に諮問しつつ、当社取
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会社役員に関する事項

区 分 報酬額の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数

（名）固定報酬 業績連動
報酬

左記のうち、
非金銭報酬等

取 締 役
（うち社外取締役）

105
（17）

82
（17）

23
（－）

29
（－）

4
（2）

監 査 役
（うち社外監査役）

26
（9）

26
（9）

－
（－）

－
（－）

3
（2）

合 計
（うち社外役員）

131
（27）

108
（27）

23
（－）

29
（－）

7
（4）

締役会においてその要件、付与数の算定方法、交付時期等を決定した上で、一定期間継続し
て当社の取締役等を務めることを条件に譲渡制限を解除すること等を定める勤務継続型譲渡
制限付株式を年間10,000株以内で付与するものとしております。各取締役への具体的な付
与数は、役位、職責、貢献度等に応じて、決定するものとしております。
　業績連動型株式報酬は、当社の中長期的な企業価値向上に向けた取組みをより強化し、株
主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、報酬委員会に諮問しつつ、当社取
締役会が定める期間（以下「評価期間」という。なお、当初の評価期間は、2023年３月期
から2024年３月期までの２事業年度とする。）中の評価指標を当社取締役会にてあらかじ
め設定し、当該評価指標の達成度等に応じて交付する業績連動型譲渡制限付株式を年間
80,000株以内で付与するものとしております。各取締役への具体的な付与数は、役位、職
責、貢献度等に応じて決定し、原則として評価期間終了後に付与するものとしております。

② 当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１. （　）内は、社外役員の報酬額及び人数であり、内数であります。
２. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３. 取締役に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬5百万円､業績連動報酬23百万円であります｡
４. 勤務継続型株式報酬は、取締役２名に対する報酬であり、固定報酬に含めております。
５. 業績連動型株式報酬は、取締役２名に対する報酬であり、業績連動報酬に含めております。
６. 開示対象の取締役は９名、監査役は５名であり（2023年６月23日開催の第27回定時株主総会終結の

時をもって退任した取締役１名及び監査役１名を含んでおります）、上記の支給人員との相違は、無
報酬の取締役５名及び監査役２名が存在していることによるものであります。

７. 社外役員の報酬等のうち、当社親会社又は当社親会社の子会社から受けた役員報酬はありません。
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区 分 氏 名 出席状況、発言状況及び社外取締役が果たすことが
期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役 大 瀧 守 彦

当事業年度開催の取締役会に、22回中22回全てに出席いたしました。
グローバル企業における豊かな経験及び経営者としての高い見識に基
づき、積極的に意見を述べております。また、当社経営陣による業務
執行の監督及び経営陣への助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適
正性を確保するための適切な役割を果たしております。

社外取締役 大 信 田 博 之

当事業年度開催の取締役会に、22回中21回に出席いたしました。
経営者として、また、コンサルタントとしての豊富な経験と知見に基
づき、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べております。ま
た、客観的かつ長期的観点からの助言・監督を行うなど、意思決定の
妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

区 分 氏 名 出席状況、発言状況

社外監査役 田 宮 　 昭

当事業年度開催の取締役会には、22回中22回全てに、また監査役会に
は、15回中15回全てに出席いたしました。
金融機関を通じて培った広い知識と見地から、取締役会において、取
締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行ってお
ります。また、監査役会において、当社の経理システム並びに内部監
査について適宜、必要な発言を行っております。

社外監査役 西 田 弥 代

当事業年度開催の取締役会には、22回中22回全てに、また監査役会に
は、15回中15回全てに出席いたしました。
弁護士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思
決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また
監査役会において、当社のコンプライアンス体制等について適宜、必
要な発言を行っております。

⑶ 社外役員に関する事項
① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

重要な兼職先である他の法人等と当社との関係につきましては19頁に記載のとおりであ
り、当社との間には特別な関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

（注）上表の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び定款の規定に基づき、取締役会決議があったもの
とみなす書面決議が３回ありました。
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会社役員に関する事項

⑷ 責任限定契約の内容の概要
当社は、非業務執行取締役及び監査役全員との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、

会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額を責任限度とし

ております。

⑸ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締

結しております。当該保険契約の被保険者は当社取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を
負担しておりません。当該保険契約により、被保険者が、その職務の遂行（不作為を含む）に起
因して損害賠償請求がなされたことにより被る争訟費用等や損害賠償金を填補することとしてお
ります。ただし、贈収賄等の犯罪行為や意図的に違法行為を行ったこと等に起因する場合には塡
補の対象としないこととしております。
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会計監査人の状況

報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 36百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益
の合計額 36百万円

４. 会計監査人の状況
⑴ 会計監査人の名称
有限責任監査法人トーマツ

⑵ 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（注）１. 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度
の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂
行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等に
ついて会社法第399条第１項の同意を行っております。

２. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当該事業年度に係る会計
監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

⑶ 責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償

責任を限定する契約を締結することができる旨の規定を定款第43条に設けておりますが、責任
限定契約は締結しておりません。

⑷ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合その他その必要があると判断した場合に
は、監査役会の決議により会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会
は監査役の全員の同意により会計監査人を解任いたします。
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業務の適正を確保するための体制及びその運用状況

５. 業務の適正を確保するための体制及びその運用状況
⑴ 業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1）企業として社会的責任を果たすため、役職員が法令・定款及び企業倫理を遵守した職務
執行を行うよう企業行動規範を定める。

2）代表取締役社長が全役職員に企業行動規範の精神を繰返し伝えることにより、法令等の
遵守があらゆる企業活動の前提であることを周知・徹底する。

3）法令遵守の観点から、これらに反する行為を早期に発見し是正するため、内部通報制度
を構築し、全役職員に周知徹底する。

4）内部通報制度に基づく報告をした者に対して、解雇その他の一切の不利益が生じないこ
とを確保する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1）取締役の職務執行に係る情報（取締役会議事録、経営会議議事録、稟議書）を文書又は
電磁的媒体で記録し、社内文書管理規程に従い保存する。

2）取締役及び監査役は、取締役の職務執行に係る情報をいつでも閲覧することができる。
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1）職務執行に係るリスク管理については、リスク管理に関する通達に基づき各部門が行い
その状況や対応内容を内部監査室に報告する。

2）組織横断的なリスク状況の監視並びに全社的対応については、リスク管理に関する通達
に基づき内部監査室が対応し、必要に応じてその状況や対応内容を取締役会に報告す
る。

④ 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
1）各取締役の業務分掌を明確にし、職務権限規程及び稟議規程に基づき権限と責任を付す
ることによって、権限委譲を図り効率性を担保するとともに、取締役相互の監視機能が
働くようにする。

2）職務執行に伴うリスクを全社的に洗い出して評価を行い、統制すべきリスクに関する対
応のための体制を整備する。
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業務の適正を確保するための体制及びその運用状況

3）取締役会で決定された経営計画の達成状況を、毎月の取締役会で報告することによって
現在の経営状態の把握を行い、問題点があった場合の早期認識及び改善策の早期策定を
可能にする。

4）取締役会は、経営方針、経営戦略等の業務に関する重要事項の協議を目的として、常勤
役員及び随時指名される幹部社員で構成する経営会議を取締役会の諮問機関として設置
し、経営に関する重要事項につき検討する。

5）内部監査室は、役職員の職務の執行が効率的に行われていることを日常的にモニタリン
グし、その結果を定期的に代表取締役社長及び取締役会に報告する。

⑤　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1）当社の定める企業行動規範をグループ各社に周知し、グループ全体の役職員が一体とな
り遵法意識の向上を図る。内部通報制度についても、その通報窓口を子会社にも開放
し、周知することにより、当社グループにおけるコンプライアンスの実効性とグループ
内取引の公正性を確保する。

2）グループ各社における経営上重要な事項については、当社取締役会の付議事項とする。
3）グループ各社における事業推進に伴う損失の危険の管理について、リスクの適切な識別
及び管理の重要性を認識・評価し、状況分析を行うことで、当社グループ全体として、
業務に係る最適な管理体制を構築する。

4）当社内部監査室は、グループ各社に対する内部監査を実施する。
5）グループ各社は、経営目標を設定し、当期見通し等について、当社経営陣と協議する。
当社経営会議は、グループ各社の経営目標の達成状況等を定期的に検証し、その結果を
当社取締役会に報告するとともに、グループ各社にフィードバックする。

6）当社グループは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関係を一
切遮断するため、不当要求等については、毅然かつ組織的に対応する。

⑥ 当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への
報告に関する体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1）当社及び子会社の役職員は、会社に重大な損失を与える事項の発生又は発生する恐れが
あるとき、及び役職員による違法又は不正な行為を発見したとき、並びにその他会社に
著しい信用失墜を及ぼす恐れのある事象が生じたときは速やかに監査役に報告する。

2）監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、必要なときは意見を述べ、かつ監査上
必要と判断したときは、取締役会議事録、稟議書など経営に関する重要書類をいつでも
閲覧することができる。
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業務の適正を確保するための体制及びその運用状況

3）当社及び子会社の役職員は、監査役の監査業務に対しその重要性と有用性を認識・理解
し、監査が実効的に行われるよう協力する。

4）監査役は、代表取締役社長並びに会計監査人との定期的な意見交換会を開催するととも
に、内部監査室との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。

5）監査役は、監査上必要があるときは取締役及び使用人に対し個別ヒヤリングの機会を設
けることができる。

6）監査役への報告をした者に対して、解雇その他一切の不利益が生じないことを確保す
る。

⑦ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の職務の執行につい
て生ずる費用又は処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行に関連して、当社に費用の請求をした場合は、速やかに当該費用又
は債務を処理するものとする。通常の監査費用以外に、緊急の監査費用、専門家を利用する新
たな調査費用が発生する場合においては、監査役は事前に通知するものとする。
⑧ 財務計算に関する報告及び情報の適正性を確保するための体制
1）当社グループの財務報告の適正性を確保するため、財務報告に係る内部統制基本方針を
定めて維持・運用する。

2）当社グループの財務報告に係る内部統制の有効性を継続的に評価し、内部統制について
必要な是正・改善を行うことにより業務品質の向上を図る。

⑵ 業務の適正を確保するための体制の運用状況
① コンプライアンス
当社は、当社グループの使用人に対し、その階層に応じて必要なコンプライアンスについ

て、社内研修での教育を行い、法令及び定款を遵守するための取り組みを継続的に行っており
ます。また、当社は内部通報規程により相談・通報体制を設けており、当社グループもこの相
談・通報体制を利用することでコンプライアンスの実効性向上に努めております。
② リスク管理に対する取り組み
当社グループでは、リスク評価手順書を作成し、リスク管理体制の強化、推進に努め、具体
的なリスクを想定、分類し、有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備しておりま
す。また、リスク抽出チェックリストによる定期的なチェックを行い取締役会や関連部門に報
告をしております。
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③ 取締役の職務執行
当社は、取締役会規程に基づき、原則月１回の取締役会を開催し、法令又は定款に定められ
た事項及び経営上重要な事項の決議を行うとともに、取締役の職務執行の監督を行っておりま
す。また、社外取締役を選任し、取締役会による当社取締役の職務執行の監督機能を強化して
おります。
④ 内部監査
内部監査室が監査計画に基づき、当社全部門の内部監査を実施し、それぞれの検証結果を内
部監査報告書として代表取締役社長及び取締役会並びに常勤監査役に対し報告を行っておりま
す。
⑤ グループ管理体制
業務の適正を確保するために、グループ各社に役員を派遣させることに加え、必要に応じて
情報交換を行っております。またグループ各社からの財務状況及びその他の状況については、
毎月報告を受け、当社取締役会へ適宜報告しております。
⑥ 監査役の職務執行について
当社の監査役は監査役会において定めた監査方針・監査計画に基づき、当社グループの営業
拠点への往査等を行っており、往査報告については監査役会にて報告されております。
また、取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席し、業務執行が適切に行われていること
を確認することで監査業務の有効性の確保に努めております。
⑦ 監査役の監査の実効性の確保について
監査役は当社取締役会に加え当社経営会議等の重要な会議に出席しております。また業務執
行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて当社取締役及び使用人に説明を求めておりま
す。定例の監査役会を開催しているほか、会計監査人及び当社内部統制推進委員会との情報交
換や当社代表取締役社長と定期的な面談を行っております。

⑶ 株式会社の支配に関する基本方針
当社は、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針について定
めておりません。

（注）　本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てにより表示しております。
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連結貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 　 産 　 の 　 部 ）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
リース債権及びリース投資資産
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
代 理 業 務 立 替 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
工 具 、 器 具 及 び 備 品
賃 貸 資 産
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
保 証 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

12,093,513
4,645,481
3,961,861
926,302

60
194,001
1,978,441
134,888
254,051
△1,575

2,887,572
1,976,731
54,557
10,265

1,178,585
359,792
373,530
67,335
62,951
4,383

843,505
20,057

1,496,914
195,775
626,387
6,105

△1,501,734　

（ 負 　 債 　 の 　 部 ）
流 動 負 債 4,463,369
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 1,485,916
１年内返済予定の長期借入金 1,050,378
リ ー ス 債 務 390,165
未 払 金 181,691
未 払 法 人 税 等 832,537
未 払 消 費 税 等 6,827
契 約 負 債 206,577
賞 与 引 当 金 136,139
そ の 他 173,136

固 定 負 債 1,680,323
長 期 借 入 金 1,061,243
リ ー ス 債 務 316,210
退 職 給 付 に 係 る 負 債 66,206
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 60,527
資 産 除 去 債 務 94,074
そ の 他 82,062

負 債 合 計 6,143,693
（ 純  資  産  の  部 ）

株 主 資 本 8,799,494
資 本 金 195,310
資 本 剰 余 金 120,445
利 益 剰 余 金 9,525,852
自 己 株 式 △1,042,114

株 式 引 受 権 37,898
純 資 産 合 計 8,837,392

資 産 合 計 14,981,086 負 債 ・ 純 資 産 合 計 14,981,086

連 結 貸 借 対 照 表
（2024年４月30日現在）

（単位：千円）
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連結損益計算書

（自　2023年 4 月 1 日
至　2024年 4 月30日）

科 目 金 額
売 上 高 21,668,636
売 上 原 価 15,239,940

売 上 総 利 益 6,428,695
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,574,010

営 業 利 益 3,854,685
営 業 外 収 益

違 約 金 収 入 22,031
そ の 他 5,231 27,262

営 業 外 費 用
支 払 利 息 31,785
社 債 利 息 300
解 約 手 数 料 2,749
社 債 発 行 費 償 却 1,490
そ の 他 2,004 38,329
経 常 利 益 3,843,618

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 2,023 2,023
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 3,841,594
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,301,196
法 人 税 等 調 整 額 △62,588 1,238,607
当 期 純 利 益 2,602,986
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 △2,855
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 2,605,842

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）
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連結株主資本等変動計算書

（自　2023年 4 月 1 日
至　2024年 4 月30日）

株 主 資 本
資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 期 首 残 高 195,310 115,784 7,102,595 △652,483 6,761,207

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 ― ― △182,584 ― △182,584
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 ― ― 2,605,842 ― 2,605,842

自 己 株 式 の 取 得 ― ― ― △390,804 △390,804

譲 渡 制 限 付 株 式 報 酬 ― 4,660 ― 1,173 5,833
株主資本以外の項目の当期
変 動 額 （ 純 額 ） ― ― ― ― ―

当 期 変 動 額 合 計 ― 4,660 2,423,257 △389,631 2,038,286

当 期 末 残 高 195,310 120,445 9,525,852 △1,042,114 8,799,494

株 式 引 受 権 非支配株主持分 純 資 産 合 計

当 期 首 残 高 14,437 2,855 6,778,500

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 ― ― △182,584
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 ― ― 2,605,842

自 己 株 式 の 取 得 ― ― △390,804

譲 渡 制 限 付 株 式 報 酬 ― ― 5,833
株主資本以外の項目の当期
変 動 額 （ 純 額 ） 23,461 △2,855 20,605

当 期 変 動 額 合 計 23,461 △2,855 2,058,892

当 期 末 残 高 37,898 ― 8,837,392

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 　 産 　 の 　 部 ）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
リ ー ス 債 権
リ ー ス 投 資 資 産
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
代 理 業 務 立 替 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
工具、器具及び備品
賃 貸 資 産
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関係会社長期貸付金
長 期 貸 付 金
破 産 更 生 債 権 等
保 証 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

11,283,286
3,826,736
3,950,762
880,440
45,862

60
195,266
1,978,424
58,445
134,888
213,955
△1,556

2,872,201
1,345,382
54,557
10,110
554,498
352,685
373,530
63,400
62,915
485

1,463,418
20,057
31,100
614,814
1,496,914

4,783
183,973
612,294
1,215

△1,501,734　

（ 負 　 債 　 の 　 部 ）
流 動 負 債 4,326,045
買 掛 金 1,542,218
１年内返済予定の長期借入金 1,050,378
リ ー ス 債 務 388,395
未 払 金 132,833
未 払 費 用 53,399
未 払 法 人 税 等 803,958
契 約 負 債 200,314
預 り 金 44,706
賞 与 引 当 金 109,840

固 定 負 債 1,542,258
長 期 借 入 金 1,061,243
リ ー ス 債 務 310,162
資 産 除 去 債 務 44,119
退 職 給 付 引 当 金 66,206
役員退職慰労引当金 60,527

負 債 合 計 5,868,304
（ 純  資  産  の  部 ）

株 主 資 本 8,249,285
資 本 金 195,310
資 本 剰 余 金 121,160
資 本 準 備 金 115,505
そ の 他 資 本 剰 余 金 5,655

利 益 剰 余 金 8,974,929
そ の 他 利 益 剰 余 金 8,974,929
繰 越 利 益 剰 余 金 8,974,929

自 己 株 式 △1,042,114
株 式 引 受 権 37,898
純 資 産 合 計 8,287,184

資 産 合 計 14,155,488 負 債 ・ 純 資 産 合 計 14,155,488

貸　借　対　照　表
（2024年４月30日現在）

（単位：千円）
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損益計算書

（自　2023年 4 月 1 日
至　2024年 4 月30日）

科 目 金 額
売 上 高 21,344,176
売 上 原 価 15,134,684
売 上 総 利 益 6,209,492

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,506,924
営 業 利 益 3,702,567

営 業 外 収 益
違 約 金 収 入 22,031
そ の 他 21,509 43,541

営 業 外 費 用
支 払 利 息 31,489
社 債 利 息 300
解 約 手 数 料 2,749
社 債 発 行 費 償 却 1,490
そ の 他 2,003 38,032
経 常 利 益 3,708,075

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 2,023 2,023
税 引 前 当 期 純 利 益 3,706,051
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,230,202
法 人 税 等 調 整 額 △70,972 1,159,229
当 期 純 利 益 2,546,822

損　益　計　算　書

（単位：千円）
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株主資本等変動計算書

（自　2023年 4 月 1 日
至　2024年 4 月30日）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計資本準備金そ の 他

資本剰余金
資本剰余金
合 計

そ の 他
利益剰余金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 195,310 115,505 995 116,500 6,610,691 6,610,691 △652,483 6,270,018
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 ― ― ― ― △182,584 △182,584 ― △182,584
当 期 純 利 益 ― ― ― ― 2,546,822 2,546,822 ― 2,546,822
自 己 株 式 の 取 得 ― ― ― ― ― ― △390,804 △390,804

譲渡制限付株式報酬 ― ― 4,660 4,660 ― ― 1,173 5,833
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） ― ― ― ― ― ― ― ―

当 期 変 動 額 合 計 ― ― 4,660 4,660 2,364,237 2,364,237 △389,631 1,979,267
当 期 末 残 高 195,310 115,505 5,655 121,160 8,974,929 8,974,929 △1,042,114 8,249,285

株 式 引 受 権純 資 産 合 計

当 期 首 残 高 14,437 6,284,456
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 ― △182,584
当 期 純 利 益 ― 2,546,822
自 己 株 式 の 取 得 ― △390,804

譲渡制限付株式報酬 ― 5,833
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 23,461 23,461

当 期 変 動 額 合 計 23,461 2,002,728
当 期 末 残 高 37,898 8,287,184

株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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連結会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2024年６月13日

株式会社ギガプライズ
取　締　役　会　　御中

有限責任監査法人トーマツ　東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 京 嶋 清 兵 衛
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 片 山 行 央

　監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ギガプライズの2023年４月１日から

2024年４月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結
株主資本等変動計算書、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について監査
を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社ギガプライズ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
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連結会計監査報告

成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結
計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求め
られている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並び
に連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切
な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任があ
る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以　上
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独立監査人の監査報告書
2024年６月13日

株式会社ギガプライズ
取　締　役　会　　御中

有限責任監査法人トーマツ　東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 京 嶋 清 兵 衛
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 片 山 行 央

　監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ギガプライズの2023年４月１日

から2024年４月30日までの第28期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につ
いて監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

会計監査人の監査報告書　謄本

－ 38 －
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類
等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計
算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 39 －
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監　査　報　告　書
当監査役会は、2023年４月１日から2024年４月30日までの第28期事業年度における取締役

の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作
成し、以下のとおり報告いたします。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に
ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。
⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、電話回線又はインターネット等を経由した手段も活用しながら、取締役、内部監査部
門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも
に、以下の方法で監査を実施いたしました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要
な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、
子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報
告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保する
ために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備
に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シス
テム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報
告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第５号イの留意した事項及び同号ロ
の判断及び理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容
について検討を加えました。

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保す
るための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明
を求めました。なお、監査上の主要な検討事項については、有限責任監査法人トーマツ
と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針に係る事項及びその他の注記）及
びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変
動計算書、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記）について検
討いたしました。

監査役会の監査報告
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２. 監査の結果
⑴ 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘
すべき事項は認められません。

④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の
利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかにつ
いての取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。

⑵ 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶ 連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年６月14日
株式会社ギガプライズ　監査役会
常勤監査役 木 村 賢 治 ㊞
社外監査役 田 宮 　 昭 ㊞
社外監査役 西 田 弥 代 ㊞
監　査　役 清 水 　 高 ㊞

　

以　上
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取締役選任議案

候補者番号

1 さ

佐
と う

藤
 

　
と し

寿
ひ ろ

洋 （1974年３月21日生） 所有する当社の株式数………………… 98,100株　　

重　任
　
［略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）］
    1998年    4 月 ㈱東京証券会館入社
    2000年    10月 メディアエクスチェンジ㈱（現 ㈱

ドリーム・トレイン・インターネッ
ト）入社

    2004年    6 月 同社取締役管理部長
    2005年    4 月 同社取締役CFO
    2008年    6 月 当社管理本部担当取締役副社長
    2010年    6 月 当社管理部兼ネットワークサービス

事業部担当取締役
    2011年    6 月 当社取締役
    2012年    6 月 ㈱ESP社外取締役

    2014年    6 月 当社代表取締役
    2015年    6 月 当社取締役

㈱ESP取締役
    2017年    6 月 当社専務取締役
    2018年    6 月 ㈱ギガテック取締役

㈱ソフト・ボランチ取締役
    2021年    6 月 当社代表取締役社長（現任）

㈱ギガテック取締役会長（現任）
㈱ソフト・ボランチ取締役会長（現
任）

    2022年    10月 ㈱ＬＴＭ代表取締役会長（現任）
現在に至る

（重要な兼職の状況）
㈱ギガテック取締役会長
㈱ソフト・ボランチ取締役会長
㈱ＬＴＭ代表取締役会長

［取締役候補者とした理由］
佐藤寿洋氏は、当社及びグループ会社の取締役として長年に亘りグループ全体の経営の指揮を執り、企
業価値の向上に貢献しております。その実績、能力、ISP業界における長い経験と企業経営者としての
豊富な経験は、当社が事業を更に拡大していくために今後も必要不可欠であり、また、人格、見識とも
優れていることから、同氏を取締役候補者といたしました。

株主総会参考書類

＜会社提案（第１号議案から第２号議案まで）＞
第１号議案　取締役８名選任の件

取締役全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締
役２名を含む取締役８名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号

2 う え

植
だ

田
 

　
け ん

健
ご

吾 （1973年６月22日生） 所有する当社の株式数………………… 24,400株　　

重　任
　
［略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）］
    1997年    4 月 ダイア建設㈱入社
    2001年    4 月 当社入社
    2003年    12月 当社営業開発部長
    2007年    6 月 当社取締役兼営業開発１部マネージ

ャー
    2008年    6 月 当社執行役員兼営業開発１部マネー

ジャー
    2010年    6 月 当社営業開発部マネージャー
    2014年    7 月 当社事業本部ジェネラルマネージャ

ー
    2015年    6 月 当社取締役（現任）

    2021年    6 月 ㈱ソフト・ボランチ取締役（現任）
    2021年    7 月 当社管理本部長（現任）
    2023年    10月 当社経営企画室長（現任）

現在に至る

（重要な兼職の状況）
㈱ソフト・ボランチ取締役
［取締役候補者とした理由］
植田健吾氏は、当社事業における幅広い領域で責任者を歴任した後、現在は当社取締役として全体の経
営の指揮を執り、企業価値の向上に貢献しております。その実績、能力、ISP業界における豊富な経
験・実績とともに人格、見識とも優れていることから、同氏を取締役候補者といたしました。

－ 43 －
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候補者番号

3 お お

大
た き

瀧
 

　
も り

守
ひ こ

彦 （1954年６月11日生） 所有する当社の株式数 ……………………1,800株　　

重　任
　
［略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）］
    1997年    7 月 ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱

代表取締役
    2011年    9 月 ㈱パソナ取締役副会長
    2013年    6 月 日本特殊陶業㈱社外取締役
    2016年    6 月 Henry Schein Japan㈱取締役（現

任）
    2018年    6 月 当社社外取締役（現任）
    2020年    6 月 ㈱エフピコ社外取締役監査等委員

（現任）
現在に至る

（重要な兼職の状況）
Henry Schein Japan㈱取締役
㈱エフピコ社外取締役監査等委員
［社外取締役候補者とした理由及び期待される役割］
大瀧守彦氏は、グローバル企業における豊かな経験及び経営者としての高い見識に基づき、当社経営陣
による業務執行の監督及び経営陣への助言、またコーポレートガバナンス向上等についてアドバイスい
ただくことが期待できることから、同氏を社外取締役候補者といたしました。なお、同氏が選任された
場合は、報酬委員として当社の役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定で
す。
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候補者番号

4 お お

大
し

信
だ

田
 

 
ひ ろ

博
ゆ き

之 （1957年６月５日生） 所有する当社の株式数 ……………………1,900株　　

重　任
　
［略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）］
    1997年    11月 ㈱日本長期信用銀行（現 ㈱SBI新生

銀行）総合企画部副参事役
    1999年    7 月 KPMGグローバルソリューション㈱

ディレクター
    2000年    7 月 KPMGビジネスアドバイザリーLLC

東京支店パートナー兼支店長
    2003年    8 月 ㈱KPMG FAS代表取締役パートナ

ー

    2006年    9 月 金沢工業大学虎ノ門大学院客員教授
    2019年    7 月 当社社外取締役（現任）

　　　　　　 SBIアルヒ㈱（旧 アルヒ㈱）社外取
締役

    2019年    11月 ㈱SFM社外取締役（現任）
    2019年    12月 ジャパンベストレスキューシステム

㈱社外監査役
2021年    12月 同社社外取締役監査等委員

現在に至る
（重要な兼職の状況）
㈱SFM社外取締役

［社外取締役候補者とした理由及び期待される役割］
大信田博之氏は、コンサルティング業界における豊かな経験及び経営者としての高い見識を有してお
り、健全かつ効率的な経営の推進についてアドバイスいただくことが期待できることから、同氏を社外
取締役候補者といたしました。なお、同氏が選任された場合は、報酬委員として当社の役員報酬等の決
定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
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候補者番号

5 し

清
み ず

水
 

　
た か し

高 （1974年２月26日生） 所有する当社の株式数…………………… 7,800株　　

新　任
　
［略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）］
    2000年    5 月 ㈱フリービット・ドットコム（現フ

リービット㈱）取締役
    2011年    10月 フリービット㈱執行役員（現任）
    2013年    6 月 当社取締役
    2013年    7 月 フリービット㈱取締役
    2015年    4 月 フリービットインベストメント㈱代

表取締役（現任）
フリービットスマートワークス㈱代
表取締役社長（現任）

    2015年    7 月 ㈱フルスピード取締役
フリービット㈱取締役副社長（現
任）

    2016年    7 月 ㈱ベッコアメ・インターネット代表
取締役社長（現任）

    2016年    9 月 ㈱EPARKヘルスケア（現㈱くすり
の窓口）取締役

    2018年    9 月 ㈱アルク取締役
    2020年    6 月 当社取締役
    2020年    7 月 フリービット㈱管理本部長（現任）

㈱フルスピード取締役
    2020年    10月 ㈱ドリーム・トレイン・インターネ

ット監査役
    2021年    5 月 ㈱ドリーム・トレイン・インターネ

ット代表取締役社長（現任）
    2023年    6 月 当社監査役（現任）

現在に至る

（重要な兼職の状況）
フリービットインベスト㈱代表取締役社長
フリービットスマートワークス㈱代表取締役社長
フリービット㈱取締役兼副社長兼執行役員兼管理本部長
㈱ベッコアメ・インターネット代表取締役社長
㈱ドリーム・トレイン・インターネット代表取締役社長
［取締役候補者とした理由］
清水高氏は、フリービットグループにおいて各役職を歴任していることから、経営及び事業戦略に関す
る豊富な経験と相当の知見を有しており、広範かつ高度な視座より経営全般に対する助言が期待できる
ことから、同氏を取締役候補者といたしました。
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候補者番号

６ と も

友
ま つ

松
 

　
こ う

功
い ち

一 （1979年２月１日生） 所有する当社の株式数 ……………………… 600株　　

重　任
　
［略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）］
    2004年    4 月 グッドウィル・グループ㈱統轄部エ

リアマーケティングマネージャー
    2006年    7 月 ㈱グッドウィル営業企画部部長
    2011年    11月 ㈱フルスピード業務統括本部本部長
    2013年    7 月 同社取締役
    2014年    7 月 ㈱フォーイット取締役（現任）
    2015年    2 月 ㈱フルスピード代表取締役社長
    2015年    12月 ㈱シンクス取締役
    2017年    1 月 FULLSPEED TECHNOLOGIES

INC.Director
    2017年    5 月 ㈱カームボールド（現 ㈱クライ

ド）代表取締役社長

    2017年    9 月 ㈱ フ ル ス ピ ー ド リ ン ク （ 現 ㈱
LinkAd）取締役

    2017年    12月 上海 思广告有限公司董事
    2018年    7 月 ㈱クライド取締役（現任）
    2019年    5 月 ㈱ジョブロード代表取締役社長（現

任）
    2019年    7 月 ㈱ファンサイド取締役
    2020年    5 月 ㈱フルスピード代表取締役会長
    2020年    6 月 当社取締役（現任）
    2020年    7 月 フリービット㈱取締役（現任）

同社執行役員(現任）
    2020年    10月 同社グループ人事本部長（現任）

2023年    1 月 ㈱フルスピード代表取締役社長（現
任）
現在に至る

（重要な兼職の状況）
㈱フォーイット取締役
㈱クライド取締役
㈱ジョブロード代表取締役社長
フリービット㈱取締役兼執行役員兼グループ人事本部長
㈱フルスピード代表取締役社長
［取締役候補者とした理由］
友松功一氏は、フルスピードグループでの経営及び事業戦略に関する豊富な経験に加え、人事分野にお
いて相当の知見を有しており、広範かつ高度な視座より経営全般に対する助言が期待できることから、
同氏を取締役候補者といたしました。
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候補者番号

7 た

田
な か

中
 

　
ま さ

正
ゆ き

幸 （1979年５月10日生） 所有する当社の株式数 ……………………… －株　　

重　任
　
［略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）］
    1999年    9 月 ㈱悠紀エンタープライズ入社
    2005年    4 月 同社取締役開発部長
    2006年    9 月 ㈱ワイズノット入社
    2008年    5 月 当社入社
    2013年    7 月 フリービット㈱入社
    2020年    7 月 同社技術本部モバイルサービス部長

（現任）
    2022年    6 月 当社取締役（現任）

現在に至る
（重要な兼職の状況）
フリービット㈱技術本部モバイルサービス部長
［取締役候補者とした理由］
田中正幸氏は、情報システムの企画、設計及び開発等に関する豊富な経験と実績を有しており、その中
で培われた知見に基づく実践的な視点で、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上に向け
た貢献が期待されることから、同氏を取締役候補者といたしました。
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候補者番号

8 し ば

柴
た

田
 

　
た く み

巧 （1981年５月30日生） 所有する当社の株式数 ……………………… －株　　

新　任
　
［略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）］
    2005年    4 月 西日本電信電話㈱入社
    2015年    8 月 Dimention Data plc 

Communication BU
Practice Manager

    2016年    10月 西日本電信電話㈱ビジネスデザイン
部担当課長

    2019年    4 月 ㈱ジャパン･インフラ･ウェイマーク
代表取締役社長

    2024年    7 月 フリービット㈱入社
現在に至る

（重要な兼職の状況）
－
［取締役候補者とした理由］
柴田巧氏は、通信業界における長年の経験があり、通信システムの研究開発、試験研究及び新規事業開
発に携わる一方、経営者としての豊富な経験と実績も有しており、その中で培われた知見に基づく実践
的な視点で、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上に向けた貢献が期待されることか
ら、同氏を取締役候補者といたしました。

（注）１. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２. 各候補者の所有する当社株式の数については、2024年４月30日現在の所有株式数を記載しておりま

す。
３. 大瀧守彦氏及び大信田博之氏は、社外取締役候補者であります。
４. 大瀧守彦氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結

の時をもって６年となります。
５. 大信田博之氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終

結の時をもって５年となります。
６. 清水高氏は、当社親会社でありますフリービット株式会社の業務執行者であり、過去10年間において

も同社の業務執行者でありました。なお、同氏の同社における過去10年間の地位及び担当は、上記
「略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）」欄に記載のとおりであります。なお、フ
リービットインベストメント株式会社、フリービットスマートワークス株式会社、株式会社ベッコア
メ・インターネット及び株式会社ドリーム・トレイン・インターネットは、会社法施行規則第２条第
３項第19号に定める特定関係事業者であります。

７. 友松功一氏は、当社親会社でありますフリービット株式会社の業務執行者であり、過去10年間におい
ても同社の業務執行者でありました。なお、同氏の同社における過去10年間の地位及び担当は上記

－ 49 －
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取締役選任議案

「略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）」欄に記載のとおりであります。なお、株
式会社フルスピード、株式会社フォーイット、株式会社クライド、及び株式会社ジョブロードは、会
社法施行規則第２条第３項第19号に定める特定関係事業者であります。

8. 田中正幸氏は、過去に当社の業務執行者であったことがあります。また、過去10年間において、当社
親会社であるフリービット株式会社の業務執行者であったことがあり、その地位及び担当は上記「略
歴、当社における地位（重要な兼職の状況）」欄に記載のとおりであります。

9. 柴田巧氏は、過去10年間において、当社親会社であるフリービット株式会社の業務執行者であったこ
とがあり、その地位及び担当は上記「略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）」欄に記載のと
おりであります。

10. 当社は、清水高氏、友松功一氏及び田中正幸氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法
第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任
の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、友松功一氏及び田中正幸氏が
再任された場合は、非業務執行取締役とする予定ですので、当該契約を継続する予定であります。ま
た、清水高氏が選任された場合も、同様に非業務執行取締役とする予定ですので、当該契約を継続す
る予定であり、柴田巧氏が選任された場合にも、同様に当該契約を締結する予定であります。

11. 当社は保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結し
ており、当社取締役を含む被保険者が、その職務の遂行（不作為を含む）に起因して損害賠償請求が
なされたことにより被る争訟費用等や損害賠償金を当該保険契約によって填補することとしておりま
す（ただし、贈収賄等の犯罪行為や意図的に違法行為を行ったこと等に起因する場合を除く）。当該
保険契約の保険料は、全額当社が負担しております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、
当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を
予定しております。

12. 社外取締役としての独立性及び社外取締役との責任限定契約について
⑴ 社外取締役としての独立性について

当社は、大瀧守彦氏及び大信田博之氏を名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出て
おります。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。

⑵ 社外取締役との責任限定契約について
当社は、大瀧守彦氏及び大信田博之氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423

条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度
額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、両氏が再任された場合は、両氏との
当該契約を継続する予定であります。
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わ

和
だ

田
 

　
い く

育
こ

子 （1971年７月17日生） 所有する当社の株式数…………………… 1,200株　　

新　任
　
［略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）］
    1994年    4 月 ㈱キンレイ入社
    2004年    6 月 アクアクララ㈱入社
    2008年    10月 ㈱フラクタリスト（現 ユナイテッ

ド㈱）入社
    2012年    5 月 フリービット㈱入社
    2013年    7 月 ㈱フルスピード取締役
    2014年    7 月 フリービット㈱グループ経営管理本

部長
    2016年    5 月 同社執行役員（現任）
    2016年    9 月 ㈱EPARKヘルスケア（現 ㈱くすり

の窓口）監査役

    2018年    9 月 ㈱アルク取締役
    2020年    6 月 当社取締役（現任）
    2020年    7 月 フリービット㈱グループ人事本部長

同社グループ経営企画本部長（現
任）
㈱フルスピード取締役（現任）
フリービット㈱取締役（現任）

    2023年    11月 ㈱メディア工房社外取締役（現任）
    2024年    6 月 ㈱Ms-Japan社外取締役監査等委員

（現任）
現在に至る

（重要な兼職の状況）
フリービット㈱取締役兼執行役員兼グループ経営企画本部長
㈱フルスピード取締役
㈱メディア工房社外取締役
㈱Ms-Japan社外取締役監査等委員

［監査役候補者とした理由］
和田育子氏は、フリービット㈱の取締役兼執行役員兼グループ経営企画本部長として情報管理体制の強
化及び女性活躍推進を担っており、その中で培われた豊富な経験と知見を基に、より実践的に規律をも
って当社取締役の職務執行を監査することができるものと判断し、同氏を監査役候補者といたしまし
た。

第２号議案　監査役１名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役清水高氏が辞任されますので、新たに監査役１名の選任をお願

いするものであります。
なお、和田育子氏は、監査役清水高氏の補欠として選任をお願いするものであり、その任期は、

当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了する時までとなります。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

（注）１. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２. 各候補者の所有する当社株式の数については、2024年４月30日現在の所有株式数を記載しておりま

す。
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３. 和田育子氏は、過去10年間において、当社親会社であるフリービット株式会社の業務執行者であった
ことがあり、その地位及び担当は上記「略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）」欄に記載の
とおりであります。なお、株式会社フルスピードは、会社法施行規則第２条第３項第19号に定める特
定関係事業者であります。

４. 当社は、和田育子氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償
責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条
第１項に定める最低責任限度額としており、同氏が選任された場合は、当該契約を継続する予定であ
ります。

５. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結
しており、当該保険契約の被保険者が、その職務の遂行（不作為を含む）に起因して損害賠償請求が
なされたことにより被る争訟費用等や損害賠償金を当該保険契約によって填補することとしておりま
す（ただし、贈収賄等の犯罪行為や意図的に違法行為を行ったこと等に起因する場合を除く）。当該
保険契約の保険料は、全額当社が負担しております。候補者の監査役選任が承認されますと、当該保
険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定し
ております。
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＜株主提案（第３号議案から第５号議案まで）＞
第３号議案　取締役３名解任の件
１. 提案の内容

(1)和田育子氏の解任
(2)友松功一氏の解任
(3)高橋研氏の解任

２. 提案の理由
昨年度の株主提案において、我々はギガプライズが名証に所属し続けていることは不自然である

こと、ギガプライズ社自身は、東証への鞍替え、東証プライム市場を目指す意思があること、そし
て市場変更の最大の障壁となっているのは、親会社の役員が半数以上を占めている事であり、ガバ
ナンスの健全化、そして市場の変更のためにも親会社からの管理部門の役員の解任を提案いたしま
した。しかしながら、現時点において、親会社からの役員は依然として半数を占める状態となって
います。

親会社のフリービットは2023年６月の決算説明会において、以下のように説明しています。当
社は、ギガプライズの独立した上場会社としての企業価値創造のためにグループとして、貢献出来
るよう、ギガプライズから毎年フリービット指名報酬委員会に対して提出される要望書を尊重し、
主にスキルマトリクス充足等を目的とした役員支援を行っています。

この文脈では、ギガプライズ社から要望されてフリービット社から役員を派遣している、と捉え
られます。しかしこれは事実と異なると我々は考えています。

そもそも、ギガプライズに親会社の役員が派遣された当初、フリービットの新中期経営計画骨子
「SiLK VISION 2024に向けて」（2020年９月11日公開）の動画において、社長の石田宏樹氏は
このように発言しています。

今回グループの役員人事を大きく刷新いたしました。今まではグループ企業でそれぞれ独立した
動きを尊重するという形であったが、今後はグループの方針を変更いたしまして我々の方針に従っ
た役員・執行役員の人事を行っております（発言要約）。

本来、親子上場の子会社は役員の選任を含め、独立した意思決定が担保されるべきであるのに、
それを否定し自らの方針によって役員を変更したとはっきりと述べています。それを裏付けるよう
に、ギガプライズの2020年６月の役員の異動において、４人の親会社の役員が新たに取締役候補
となっています（それ以前は１人）。

親会社であるフリービットは上場企業の最上位たる東証プライム市場に上場しており、ガバナン
スに対する意識は全企業の模範となるべきであるにもかかわらず、代表取締役社長が動画でこのよ
うな発言をし、実際に上場子会社をあたかも私物の如く扱っているのは大変問題であると言わざる
を得ません。

また、要望書に関して、2020年６月にフリービットから役員が４名が取締役候補になった時は
要望書は提出されておらず、2021年にはさらに１名増えて、フリービットの取締役が過半数以上
を占めるようになっています。そして2022年にギガプライズから要望書が出されるようになっ
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た、と前回の株主総会で判明しています。親会社からの役員が過半数以上を占めるようになって、
突如としてギガプライズから提出されるようになった要望書なるものが、社会一般的な常識から考
えて、フリービットのギガプライズから要望されて取締役を派遣している、という主張を正当化す
る根拠になるとは我々には到底思えません。

もしフリービットがギガプライズを意のままにしたいのであれば、完全子会社化して上場廃止す
べきであり、上場維持したまま多数の役員を派遣するのはガバナンスとして大きな問題があると言
わざるを得ません。

前回の株主総会において、ガバナンスの件に関してすべての役員に見解を求めたところ、親会社
からの役員を含む全役員が、現在のガバナンスの状況は上場企業としてあるべき姿ではない、と答
弁しています。上場企業においてこのような状況が４年もの長期間継続していることは異常と言え
ます。

我々株主は、前々からの約束であった市場変更の要件を満たし、そして上場企業として独立した
意思決定が担保されたガバナンス体制を確立することが重要だと考えています。

よって、親会社からの管理部門の取締役である、和田育子氏、友松功一氏、高橋研氏の解任を提
案いたします。

（会社注）以上は、提案株主から提出された株主提案書の該当部分を、形式的な調整を除き原文の
まま掲載したものです。

◇第３号議案に対する取締役会の意見
当社取締役会としては、本議案に反対いたします。
当社といたしましては、本株主提案において解任の対象者とされております取締役和田育子、取

締役友松功一及び取締役高橋研はいずれも、人格、識見ともに優れ、当社及び当社子会社（以下
「当社グループ」といいます。）の企業価値の向上の観点から取締役会においてその役割・責務を
果たすために必要となる能力を保有する者として、共に経営努力を重ねてきた者であると考えてお
ります。より具体的には、取締役和田育子につきましては、情報管理体制の強化や、女性活躍に関
する豊富な経験と知見を有しており、その経験や知見に基づき規律ある情報管理やジェンダーレス
観点からの人的資源の伸長等に関する助言を当社経営に反映させる役割を果たしております。取締
役友松功一につきましては、経営及び事業戦略に関する豊富な経験と知見を有しており、広範かつ
高度な視座に基づく経営全般に関する助言を当社経営に反映させる役割を果たしております。ま
た、取締役高橋研につきましては、事業戦略に関する豊富な経験と知見を有しており、当社グルー
プの事業運営体制を強化する役割を果たしております。そして、取締役和田育子、取締役友松功一
及び取締役高橋研を含め、当社の各取締役は、当社の親会社出身者であると否とを問わず、各人の
経歴、知見、実績が当社の経営環境及び今後の成長戦略等に照らして必要・有益であるかについ
て、独立社外取締役及び独立社外監査役の意見を最大限尊重し、最終的に当社取締役会において候
補者として選定され、その選任後は当社の取締役としての責任を認識し、当社グループの企業価値
の向上に努めているものであります。したがって、取締役和田育子、取締役友松功一及び取締役高
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橋研について、当社の取締役としての適格性に疑義を生じる余地はないと考えております。
加えて、当社は、独立した上場会社として、親会社の指示や事前承認によらず、当社グループの

企業価値向上を最優先に、独自に経営の意思決定を行っております。また、当社グループの営業取
引における親会社グループへの依存度は極めて低く、ほとんどが親会社グループと資本関係を有し
ないお客様との取引であります。加えて、親会社グループと取引を行う場合におきましては、当社
グループの企業価値の維持・向上及び少数株主保護の観点から、市場価格を勘案し価格交渉の上、
規律ある取引条件を設定しております。

以上のとおり、取締役和田育子、取締役友松功一及び取締役高橋研を解任する必要はなく、当社
取締役会としては、本議案に反対いたします。
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第４号議案　定款一部変更の件
１. 提案の内容

(1)定款第５条に、「役員の指名委員会（社外取締役を過半数以上とする）」を追加する
現行定款
第５条（機関）当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。１．取締役会 

２．監査役 ３．監査役会 ４．会計監査人
変更案
第５条（機関）当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。１．取締役会 

２．監査役 ３．監査役会 ４．会計監査人 ５．指名委員会（社外取締役を過
半数以上とする）

(2)定款第20条に、「当会社の全取締役の３分の１以上は、会社法第２条第15項に規定する社外
取締役とし、当会社の取締役のうち親会社の取締役又は従業員との兼任取締役を半数未満と
する」を追加する
現行定款
第20条（取締役の員数）当会社の取締役は、10名以内とする｡
変更案
第20条（取締役の員数）当会社の取締役は、10名以内とし、当会社の全取締役の３分の１以

上は、会社法第２条第15項に規定する社外取締役とし、当会社の取
締役のうち親会社の取締役又は従業員との兼任取締役を半数未満と
する。

２. 提案の理由
前回の株主提案において、ギガプライズ社の独立性を担保するために、指名委員会の設置、社外

取締役を３分の１以上とすること、親会社からの役員を半数未満とすることを提案いたしました。
議題１でも述べた通り、フリービットは、親会社の立場を利用して子会社への影響力を維持しよう
としております。もし親子上場の会社がこのように親会社によって独立性を維持できないのであれ
ば、日本の独特の習慣である親子上場の意義すら失われることになります。例えば、優秀な子会社
の社長が親会社の意向で突然更されたり、親会社の意向で株主還元が抑制されたり、配当性向や株
主優待などの株主還元が突然変更されたり、さらには親会社の利益の搾取のような事例が発生する
可能性もありえます。

経済産業省は、2019年６月に「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針を公表し、
また東京証券取引所は、2020年１月に「従属上場会社における少数株主保護の在り方等に関する
研究会」を設置し、計９回にも及ぶ会議を開催しております。フリービットのギガプライズを私物
扱いするような発言や行動は、このような親子上場における少数株主保護の動きに反するもので
す。
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我々としてはギガプライズ社の問題としてだけでなく、社会の公器として、上場企業であるギガ
プライズ社の独立性を明確に担保することが社会的にも意義があることだと考えています。よって
指名委員会の設置、社外取締役を３分の１以上とすること、親会社からの役員を半数未満とするこ
と、を提案いたします。

（会社注）以上は、提案株主から提出された株主提案書の該当部分を、原文のまま掲載したもので
す。

◇第４号議案に対する取締役会の意見
当社取締役会としては、本議案に反対いたします。
当社は、役員候補者の選解任や取締役・監査役候補者の指名を行うにあたっての方針を明確に定

めてはおりませんが、少なくとも取締役候補者選定時に、各人の経歴、知見、実績及び当社の経営
環境並びに今後の成長戦略等を踏まえ、取締役会においてその役割・責務を果たすために必要とな
る能力や人格等を保有しているか否かを基準に、定款で定められた取締役の員数の範囲内で、当社
の企業価値向上の観点から取締役会全体として最適な構成となるよう判断しております。そして、
当該判断の過程においては、独立社外取締役及び独立社外監査役の意見を最大限尊重することとし
ております。したがって、当社における役員候補者の選定手続は適切に履践されているものと考え
ており、敢えて定款において指名委員会の設置を規定する必要性まではないと考えております。

また、当社の各取締役は、親会社出身者であると否とを問わず、当社の取締役としての責任を認
識し、当社グループの企業価値の向上に努めております。加えて、上記のとおり、当社において
は、独立社外取締役及び独立社外監査役の意見を最大限尊重しつつ、当社の企業価値向上の観点か
ら取締役会全体として最適な構成となるよう判断しております。したがって、敢えて定款におい
て、取締役会における社外取締役数及び親会社取締役との兼任取締役数の割合を規定する必要性ま
ではないと考えております。

以上のとおり、本議案に係る定款変更の必要はなく、当社取締役会としては、本議案に反対いた
します。
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第５号議案　剰余金処分の件
１. 提案の内容

2024年４月期の期末配当を１株あたりの純利益の30％相当である55円とする
(1)配当財産の種類

金銭
(2)配当財産の割当に関する事項

第28回定時株主総会において当社取締役会が提案した剰余金処分に係る議案が可決された場
合には、55円から、同株主総会において可決された剰余金処分に係る議案に基づく普通株式１
株当たり配当金額（以下「会社提案配当金額」という。）を控除した普通株式１株当たり配当
金額を、会社提案配当金額に加えて配当する。また、第28回株主総会以前に取締役会において
決議し配当を支払済みの場合においては、55円よりその金額を控除した普通株式１株当たり配
当金額を配当する。なお配当総額は上記の普通株式１株あたりの配当金額に、当社の第28回定
時株主総会の議決権の基準日現在の配当の対象となる株式数を乗じた金額となる。
(3)剰余金の配当が効力を生ずる日

令和６年７月開催予定の株主総会の翌日

２. 提案理由
2024年４月期において、ギガプライズ社の配当金は30円となっており、前期の12.5円から大幅

に増加しています。我々はそのこと自体は感謝をしております。しかし、配当額が大幅に増加した
からといって、我々の求める水準には全く達していないとことも事実です。

ギガプライズが所属する情報通信セクターの直近の決算期における平均配当性向は35.9％（営業
利益10億以上　無配、特損・特益などでの異常値を除く177社の平均）となっています。また、同
セクターで、ギガプライズと同程度の純資産額（50億～100億）で、自己資本比率が50％以上で
安定的な収益を出している会社50社を抽出し、客観性を確保するために高低上位３社を除外し
て、平均配当性向を算出したところ、36.8％となっています。

前回の株主提案でも述べたとおり、ギガプライズ社は前期に自己資本比率が50％を超えて、直
近の決算では58.7％まで改善しています。また売上のうちストック売上の比率は約７割で、景気変
動のリスクも低く、スイッチングコストも高いために盤石な経営基盤を有しています。また純資産
についても、着々と積み上がっており、直近の決算では80億を超過しています。2024年７月期の
ギガプライズ社の１株あたりの利益は184円で、配当性向は16.3％となっており、依然として業界
平均よりもはるかに低い配当性向は不十分であると考えます。

前回の剰余金の処分における株主提案において、会社側の反対意見としては、内部留保が重要で
ある、との回答に留まっております。

しかし、直近の第三四半期時点では現金と売掛金を合算した金額は約76億で、すべての負債額
約56億を差し引いても約20億の超過となっています。また過去三年のフリーキャッシュフロー
（営業CF－投資CF）は大幅にプラス（３期合計47.3億）となっており、なぜこれ以上内部留保を

－ 58 －



2024/06/24 10:33:45 / 23068941_株式会社ギガプライズ_招集通知_電子提供措置用

剰余金処分議案

大幅に積み上げなければならないのか理解できません。また、競合のファイバーゲート社は来期よ
り利益の３分の１を株主の還元に充てると明確な基準を設定しています。ギガプライズ社はファイ
バーゲート社よりも、財務内容も自己資本比率もシェアも優位な状況にあるにもかかわらず、ファ
イバーゲート社に比べて低い配当性向は合理的ではありません。

当社の安定した収益構造、また財務基盤を考えれば、業界平均以上の配当性向であっても十分に
持続可能とは思いますが、今期は自社株買いも実施していることを考慮して、2024年４月期の１
株あたりの利益184円に30％を乗じた55円を剰余金の処分として提案いたします。

最後に、前回の株主提案における議決結果は賛成率約20％強で全ての議案が否決となっており
ますが、親会社の議決を除けば75～80％の賛成率となっております。親会社のフリービットは、
ギガプライズの少数株主の大多数の意見を無視することなく、上場企業の最上位であるプライム企
業に相応しい行動をするようお願いいたします。

（会社注）以上は、提案株主から提出された株主提案書の該当部分を、原文のまま掲載したもので
す。

◇第５号議案に対する取締役会の意見
当社取締役会としては、本議案に反対いたします。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要な施策の一つと考えており、各期の経営成績

及び今後の事業成長に備えるための内部留保の充実を勘案し、安定した配当を継続していくことを
基本方針としています。かかる基本方針のもと、当社を取り巻く経営環境は、社会経済活動のデジ
タル化による国内データ通信量の急増、これに伴うデジタル社会の基盤となる新機軸の通信インフ
ラの継続的な整備、増強等、流動的で先行きが不透明な状況にあります。このような状況下におい
て、当社グループの企業価値の向上を図りつつ、今後も安定的かつ継続的な株主還元施策を実行し
ていくためには、内部留保の確保の重要性はますます高まっております。

また、景気変動による影響に左右されにくい強固な財務基盤の構築、将来にわたっての企業体質
強化及び将来的な成長戦略のためにも、内部留保の確保は必要であって、こうした財務基盤の構築
を通じて、当社競争力の維持及び強化を図ることができるものと考えております。

当社といたしましては、株主の皆様に対する安定的かつ継続的な配当と、当社の競争力の維持強
化実現のため内部留保を確保しておくことが、中長期的に当社の企業価値を向上させ、ひいては株
主の皆様の利益に資するものと考えており、かかる観点から、2024年４月期の剰余金の配当とし
ては、当社取締役会が2024年６月14日開催の取締役会において決議した普通株式１株当たり金
30.00円とすることが適切であると考えております。

以上のとおり、本議案に基づく剰余金の配当の増額は必要なく、当社取締役会としては、本議案
に反対いたします。

以　上
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